
 

 

 

 

 

 

新設分割に係る事前開示書面 

（会社法第 803条第 1項及び会社法施行規則第 205条に定める書面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年 11月 14日 

 

株式会社レアジョブ 

 

 

 

 

 

 



2025年 11月 14日 

 

株式会社レアジョブ   

代表取締役 中村 岳  

  

当社は、2025年 12月 26日付けで、当社の資格サービス事業（以下「本事業」といいま

す。）を、会社分割（以下、「本会社分割」といいます。）により新設会社に承継させること

といたしました。 

つきましては、会社法第 803 条第１項及び会社法施行規則第 205 条の規定に基づき、下

記のとおり、新設分割計画の内容その他法務省令に定める事項を記載した書面を備え置き

ます。 

 

記 

 

１. 新設分割の内容（会社法第 803条第 1項第 2号） 

別紙１の新設分割計画書のとおりです。 

 

２. 新設分割対価の相当性に関する事項（会社法施行規則第 205条第 1号イ）  

（１）交付する株式数の相当性に関する事項（会社法第 763 条第１項第６号） 

新設会社は、本会社分割に際して普通株式 5,000 株を発行し、そのすべてを当社に割当

交付いたします。かかる株式数につきましては、当社が任意に定めることができると考え

られるところ、新設会社の効率的な管理等を考慮して、この株式数が相当であると判断し

ております。 

 

 （２）資本金及び準備金の額に関する事項（会社法第 763 条第１項第６号） 

  当社は、新設会社の資本金及び準備金の額を、新設会社が承継する資産等及び今後 

の事業活動等の事情を考慮した上で、機動的かつ柔軟な資本政策を実現させる観点か 

ら、会社計算規則に従い、新設分割計画書第 5条に記載のとおりとすることにいたし 

ました。 当社は、当該資本金及び準備金の額は相当であると判断しております。 

 

３．会社法第 763条第 1項第 12号に掲げる事項を定めた時は、次に掲げる事項（会社法施行

規則第 205条第２号） 

該当事項はありません。 

 

４．新設分割に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項（会社法施行規則第 205 条第 3

号） 



該当事項はありません。 

 

５．他の新設会社についての事項（会社法施行規則第 205条第 4号および第 5号） 

該当事項はありません。 

 

６．当社において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その

他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法施行規則第 205条第 6号

イ） 

該当事項はありません。 

 

７．本分割が効力を生ずる日以後における債務の履行の見込みに関する事項（会社法施行規

則第 205条第 7号） 

（１） 当社の債務の履行の見込みについて 

  2025 年 3 月 31 日における当社の貸借対照表における資産の額は、負債の額を上回って

います。また、本新設分割の効力発生後においても、資産の額が負債の額を上回ることが

見込まれます。 

  以上より、本分割が効力を生ずる日以降における当社の債務について、履行の見込みは

あるものと判断しております。 

 

（２） 新設会社の債務の履行の見込みについて 

  当社から新設会社への債務の承継については、重畳的債務引受の方法によるものといた

しますので、新設会社の負担する債務の履行に支障を及ぼすような事象の発生は、現在の

ところ予測されておりません。 

以上より、本分割が効力を生ずる日以後における新設会社の債務について、履行の見込

みがあるものと判断しております。 

 

なお、本会社分割の効力発生日までの間に、上記事項に変動が生じるときは、変更後の

当該事項を記載した書面を備え置きいたします。 

 

 

以上 



別紙１ 

新設分割計画書 

 

 株式会社レアジョブ（以下「当社」という。）は、当社の資格サービス事業（以下「本事

業」という。）に関して有する権利義務のすべてを新たに設立する株式会社資格スクエア（以

下「新設会社」という。）に承継させる新設分割（以下「本新設分割」という。）に関し、次

のとおり新設分割計画（以下「本計画」という。）を定める。 

 

第１条（新設会社の定款で定める事項） 

新設会社の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数その他定款で定める事項は、

別紙１「株式会社資格スクエア定款」に記載のとおりとする。なお、本店の所在場所は東京

都渋谷区神宮前六丁目 27番８号とする。 

 

第２条（設立時役員） 

１ 新設会社の設立時取締役の氏名は、次のとおりとする。 

 取締役   佐藤郁夫 

取締役   西田芳大 

取締役   谷口正一郎 

取締役   杉江賢 

２ 新設会社の設立時代表取締役の氏名は、次のとおりとする。 

 代表取締役 佐藤郁夫 

３ 新設会社の設立時監査役の氏名は、次のとおりとする。 

 監査役   牧泰亮 

 

第３条（承継する権利義務） 

１ 新設会社が、その成立の日に、本新設分割により当社から承継する資産、債務、その他

権利義務は、別紙２「承継権利義務明細表」に記載のとおりとする。 

２ 前項の規定に基づき、本新設分割によって当社から新設会社に対してされる債務の承

継については、すべて重畳的債務引受の方法による。 

 

第４条（本新設分割に際して交付する株式の数） 

新設会社は、本新設分割に際して普通株式 5,000株を発行し、そのすべてを当社に交付す

る。 

 

第５条（設立時資本金及び準備金の額等） 

 新設会社の成立の日における資本金及び準備金の額は、次のとおりとする。 



資本金の額        0円 

資本準備金の額      0円 

利益準備金の額      0円 

  

第６条（分割期日） 

 新設会社の設立の登記をすべき日（以下「分割期日」という。）は、令和 7年 12月 26日

とする。ただし、手続の進行上の必要性その他の事情により必要な場合は、当社の取締役会

決議によって、これを変更することができる。 

 

第７条（競業避止義務） 

当社は、自ら又は第三者を通じて、本新設分割の効力発生後 5年間は、新設会社の資格試

験及び国家資格取得支援事業（英語関連事業に含まれるものを除く。）と直接に競合する事

業を行わない。 

 

第８条（条件変更） 

当社は、本計画作成後、分割期日までの間に、天災地変その他の事由によって当社の財政

状態または経営状態に重大な変更が生じた場合その他本新設分割の実行に重大な支障とな

る事態が生じた場合には、本計画を変更し、または本新設分割を中止することができるもの

とする。 

 

第９条（規定外事項） 

本計画に定める事項のほか、本新設分割に関し必要な事項は、本計画の趣旨に従い決定す

る。 

以上 

 

令和 7年 10月 31日 

                                    東京都渋

谷区神宮前六丁目 27番８号 

株式会社レアジョブ 

代表取締役社長 中村  岳 

 

 

 

 

 

 



 

 

（添付書類） 

別紙１ 「株式会社資格スクエア定款」 

別紙２ 「承継権利義務明細表」 

 

  



別紙１ 

定  款 

 

第１章 総  則 

 

（商 号） 

第 １ 条 当会社は、株式会社資格スクエアと称し、英文では shikaku square Inc.と表記

する。 

 

（目 的） 

第 ２ 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

(1) 各種の資格試験並びに国家資格取得のための教室の経営及び通信教育 

(2) 各種許認可、免許、資格登録申請に関する情報提供、整理、立案、研究及び講習 

(3) 各種国家資格・技能取得のためのセミナー、講習会等の企画及び開催並びに販売 

(4) 資格認定制度の企画、創設及び運営 

(5) インターネットを利用した各種資格試験の情報提供等オンラインサービスの企画運

営 

(6) コンピューターソフトウェアの開発、販売、保守管理、利用許諾及びこれらの仲介、

代理業務 

(7) インターネットのホームページによるメールマガジンの発行 

(8) インターネットコンテンツの企画、運営、コンサルティング事業 

(9) インターネットその他の通信回線を利用した画像データ、音声データの提供サービ

ス業 

(10) イベント、コンサート、展示会、講演会等、各種催事の企画、制作、実施 

(11) 企業に対する投資・投融資の引受、仲介、斡旋及び経営の指導 

(12) 企業における人材の採用及び雇用に関するコンサルティング業務 

(13) 国内及び国外における経営及び教育に関するコンサルタント、人材育成、能力開発

及びセミナー開催等の業務 

(14) インターネットメディア事業 

(15) 前各号に附帯関連する一切の事業 

 

（本店の所在地） 

第 ３ 条 当会社は、本店を東京都渋谷区に置く。 

 



（機 関） 

第 ４ 条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 

( 1 ) 取締役会 

（ 2 ）監査役 

 

（公告方法） 

第 ５ 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由に

よって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載し

て行う。 

 

 

第２章 株  式 

 

 

（発行可能株式総数） 

第 ６ 条 当会社の発行可能株式総数は、20,000株とする。 

 

（株券の不発行） 

第 ７ 条 当会社の株式については、株券を発行しない。 

 

（株式の譲渡制限） 

第 ８ 条 当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければなら

ない。 

 

（株式等の割当てを受ける権利を与える場合） 

第 ９ 条 当会社の株式（自己株式の処分による株式を含む。）及び新株予約権を引き受け

る者の募集において、株主に株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を与える

場合には、その募集事項、株主に当該株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を

与える旨及び引受けの申込みの期日の決定は取締役会の決議によって行う。 

 

 

（株主名簿記載事項の記載等の請求） 

第 10 条 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを

請求するには、株式取得者とその取得した株式の株主として株主名簿に記載され、

若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人が当会社所定の書式に

よる請求書に署名又は記名押印し、共同して請求しなければならない。 



２ 前項の規定にかかわらず、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして

法務省令に定める場合には、株式取得者が単独で株主名簿記載事項を株主名簿に

記載又は記録することを請求することができる。 

 

（質権の登録及び信託財産の表示） 

第 11 条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所

定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、提出しなければならない。

その登録又は表示の抹消についても同様とする。 

 

（手数料） 

第 12 条 前２条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければな

らない。 

 

（株主の住所等の届出） 

第 13 条 当会社の株主及び登録株式質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会

社所定の書式により、その氏名又は名称、住所及び印鑑を当会社に届け出なければ

ならない。届出事項に変更を生じたときも、その事項につき、同様とする。 

 

 

第３章 株 主 総 会 

 

（招 集） 

第 14 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後 3か月以内に招集し、臨時株主総

会は、必要あるときに随時これを招集する。 

 

（定時株主総会の基準日） 

第 15 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎事業年度の末日とする。 

 

（招集権者及び議長） 

第 16 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、取締役会の決議をもっ

て、取締役社長が招集し、議長となる。ただし、取締役社長に事故があるときは、

取締役会においてあらかじめ定める順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、

議長となる。 

 

（決議の方法） 

第 17 条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した

議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 

   ２．会社法第 309 条第 2 項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の



議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3分の 2以上をもっ

て行う。 

 

（議決権の代理行使） 

第 18 条 株主は、当会社の議決権を有するほかの株主 1名を代理人として、その議決権

を行使することができる。 

   ２．株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなけ

ればならない。 

 

 

第４章 取締役、監査役及び取締役会 

 

（取締役及び監査役の員数） 

第 19 条 当会社の取締役は 3名以上とし、監査役は 1名以上とする。 

 

（取締役及び監査役の選任） 

第 20 条 当会社の取締役及び監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主

の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行

う。 

   ２．取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 

 

（取締役及び監査役の任期） 

第 21 条 取締役の任期は、選任後 1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時株主総会の終結の時までとし、監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了す

る事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 

   ２．補欠又は増員として選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任

期の満了する時までとする。 

   ３．任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任し

た監査役の任期の満了する時までとする。 

 

（役付取締役） 

第 22 条 取締役会の決議をもって、取締役の中から、社長 1名を選定し、必要に応じて、

会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。 

 

（代表取締役） 



第 23 条 取締役会の決議をもって、社長並びに前条の役付取締役の中から会社を代表す

る取締役を定める。 

 

（取締役会の招集及び議長） 

第 24 条 取締役会は取締役社長が招集し、議長となる。ただし、取締役社長に事故がある

ときは、取締役会においてあらかじめ定める順序に従い、他の取締役が取締役会

を招集し、議長となる。 

 

（取締役会の招集通知） 

第 25 条 取締役会の招集通知は、会日の 3日前までに各取締役及び各監査役に対して発

するものとする。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 

 

（取締役会の決議の方法） 

第 26 条 取締役会の決議は、議決に加わることのできる取締役の過半数が出席し、その過

半数をもって行う。 

 

（取締役会の決議の省略） 

第 27 条 当会社は、会社法第 370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があった

ものとみなす。 

 

（取締役会規程） 

第 28 条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取

締役会規程による。 

 

 

（報酬等） 

第 29 条 取締役及び監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受け

る財産上の利益は、それぞれ株主総会の決議によって定める。 

 

（取締役の責任免除） 

第 30 条 当会社は、会社法第 427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等であ

るものを除く。）との間で、会社法第 423条第１項に定める損害賠償責任を限定す

る契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、会社法

第 425条で定める最低責任限度額とする。 

 

 

 



第５章 計  算 

 

（事業年度） 

第 31 条 当会社の事業年度は、毎年 4月 1日から翌年 3月末日までの 1年とする。 

 

（剰余金の配当） 

第 32 条 当会社は、株主総会の決議によって、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載

又は記録ある株主又は登録株式質権者（以下「株主等」という。）に対して剰余金

の配当を行う。 

２. 前項に定める場合のほか、当会社は、基準日を定め、その最終の株主名簿に記

載又は記録ある株主等に対して、剰余金の配当を行うことができる。 

 

（剰余金の配当の除斥期間） 

第 33 条 剰余金の配当がその支払提供の日から満 3年を経過してもなお受領されないと

きは、当会社はその支払義務を免れる。 

 

 

第６章 附  則 

 

（最初の事業年度） 

第 34 条 当会社の最初の事業年度は、会社成立の日から令和 8年 3月 31日までとする。 

 

（設立時代表取締役） 

第 35 条 当会社の設立時代表取締役は、次のとおりとする。 

      設立時代表取締役  佐藤郁夫 

 

（定款に定めがない事項） 

第 36 条 本定款に定めがない事項は、すべて会社法その他の法令の定めるところによる。 

 

 

 

 

  



別紙２  

承継権利義務明細表 

 

本効力発生日において、新設会社が当社から承継する資産、負債、契約その他の権利義務

は以下のとおりとする（ただし、法令、条例により本会社分割による承継が禁止又は制限さ

れるものを除く。）。 

なお、新設会社が当社より承継する権利義務のうち資産及び負債の評価は、令和 7年 3月

31 日現在の当社の貸借対照表の計算を基礎とし、これに本新設分割の効力発生日前日まで

の増減を加除した上で確定する。 

 

１ 承継する資産 

（１）流動資産 

   現金及び預金、売掛金、商品及び製品、前払費用、貯蔵品その他本件事業に関する流

動資産の一切。 

（２）固定資産 

   有形固定資産、無形固定資産、投資その他資産等、本件事業に関する固定資産の一切。 

 

２ 承継する負債 

（１）流動負債 

   買掛金、未払金、未払費用、賞与引当金、前受金、その他本件事業に関する流動負債

の一切。 

（２）固定負債 

   本件事業に関する固定負債の一切。 

 

３ 承継する契約上の地位及び権利義務 

本事業に関して当社が締結している一切の契約上の地位及びこれらの契約に基づき発

生した一切の権利義務。ただし、本事業と本事業以外の事業とで共同または共通して締結

している契約、当社が締結した保証契約、法令等の規則により、契約締結主体の法人格が

変わることが認められないもの、契約上の地位移転が当該契約上禁止されているもの、及

び契約上の地位の移転に対して許認可等の再取得が必用なもののうち、効力発生日まで

に当該許認可等の再取得が完了できなかったものを除く。 

 

４ 労働契約上の権利義務 

 効力発生日において本事業に主として従事する当社の従業員との間の雇用契約に係る

契約上の地位及びこれに付随する権利義務その他一切の協定。 

 



５ 知的財産権 

 主として本事業に関して当社が保有する特許、実用新案、商標、意匠、著作権その他知

的財産権。 

 

６ 許認可等 

 本事業に関する許可、認可、承認、登録及び届出等のうち、法令上承継可能なもの。 

以上 

 


